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支那に於て幣制改革の議論の行はる、や

.，事
の
久
し

&

も
の
あ

6

.

0支
那

R

關係を
 

有
す
る
外
國
人
の
之
を
唱
ふ
る
の
み
な
ち
ず
、支
那
人
之
に
和
し
、支
那
政
府
亦
實
に
外
國
と

通 

商
條
約
を
締
結
す
る

.に(

當
々
、其
條
項
に
改
革
を
果
す
可
き
こ
と
を
約

.寧
し
た
る
の
事

.實

| 

ニ 

に
止
ま
ら
ざ
る
な
タ
？
支
那
の
官
泯
が
此
條
約
に
認
め
た
る
義
務

5:
履
行
す
る
汽
幾
何
の
誠

第
十
二
卷

(

三〇九

)

論

說

‘

笫

晨

,
一



糊

y

M

.

I ：,

第十〗
s
 

(

三
5

) 

0

脱
戈
那
幣
制
吹
率
雜
記 

第
三
顿 

ニ

意
を
有
す
る
や
、單
に
條
約
の
締

fe
に
.際
し

^

國
政
府

.の
求
む
る
儘
に
條
約
の

」

條
項
ビ
す
る 

に
止

^

&
實
行
の
意
恕
を
有
せ
ざ
る
も
の
な

う

‘や
、
]
ft
點
に
就
.て
は

®

卒
の
判
斷

?:
下
す
能
は 

す

«

菩
嫌
が
支
那
人
の
記
述
し
左
る
幣
制
改
革
論
を
通
讀
し
て
、彼
等
が
如
何
な
る
點
に
.幣
制 

改
革
の
論
據
を
骰
く
や
を
窺
う
に
、現
行
の
幣
制
に
伴
う
財
政
上
の
損
失

.に

.顧

虛

し

て

已

ま

ざ 

る
の
事
實
を
認
む
る
に
難
か
ら

ず
。
支
那
が
現
行
の
幣
制
を
麟
持
す
る
場
合
に
、財
政
上
に
掼 

失
を
蒙
る
は
、要
ず
る
に
外
國
：に
對
す
る
賠
償
金
其
他
債
務
支
拂
の
關
係
に
基
く
も
の
な

6
。

支
那
が
外
國
に
負

：

へ
;:
る
偾
務
ヒ
し
て
、其
財
政
に
負
擔
を
及
ぼ
す
こ

^

の
大
な

6

し
も
の

、

1

, 

-

.

.

.

.

. 

• 

> 

' 

• 

,

は
千
八

|西

九

十

四

年
：：

の

日

本

に

對

す

.る

軍
事
賠
償
金
に
し
て
、他
の

1

は
千
九
百
年
の
圓
匪
事 

件
賠
徵
金
な
り
ぎ

6

谕
者
は
一
一
億
三
千
：萬
雨(
庫
平

)

を
以
て
其
金
額
と
し
、千
八
苜
九
十
八
年
五 

月

之

；を

_換

算

し.て
、̂

貨

三

千

八

百

八

禽

一

一

千

八

百

八

十

四

、
磅

ビ

し

、全

部

支

那

政

府

に

於

て

、日 

本
政
府
に
向
つ

.て
'完
濟
し
た
り
。

而
し
て
之
を
完
濟
し

、
1
つ
他
方
®
に
淤
け
る
財
政
上
の
必 

要
に

®

ず

る

爲

め

、支

那

政

府

.は

千

入

百

九

十

五

年

ょ

i

千
八
百
九
十
八
年
に
至
る
問
、英
佛
獨 

露
諸
國
に
就
て
、外
後

0

募

集

を

計

憨

し

た

5 

0 

.
即
ち
千
八
百
九
十
五
：年
に
は
四
分
利
付
の
怫 

露
公
債
ー
千
五
百
：八
十
ニ
萬
磅

'幷
に
五
，分
利
付
の
英
獨
公
廣

一

千
六
百
萬
磅
の
成
立
し
た
る

R

H

M

W

_

に
緻
い
て
千
八
西
九
十
八
年
に
は

一
.

千
六
百
离
磅
の
英
獨
公
債
は
；四
分
五
厘

.利
付
を
以
て
、成 

.
'
;立
し
た
り
0
諸
國
の
資
本
家
が
當
時
旣
に
疑
惑
に
上
れ
る
支
那
の
財
政
に
對
し
て
必
ず
し
も 

大
な
る
不
信
用
を
表
明

*

ず
、此
較
的
低
廉

'の
利
率
を
以
て
、以
上
の
公
債
に
應
華
し
た
る
逢 

■:
ガ

; ^

，
政
上
の

,

勢
を
擴
張
し
て
互
に
他
と
對
峙
せ
ん

V
J

す
る
列
國
政
府
が
自
家
の
野
心
を 

,3 4

ぅ
す
る
爲
め
に
資
本
市

®

に
，

版

し

た

る

の

結

果

と

す

可

く

、
一
 

方
に
支
那
が
外
債
の
成

*
 

容
為
な
，る
を
奇
貨
と
し

.
て；不
知
不
灕
の
間
に
財
政
上
の
負
擔
を
加
重
す
る
.の
端
を
開
き
た
る 

は
、支
那
財
政
の
爲
め
に
、深

' #

と
せ
ざ
る
能
は
ざ

•
る
.
所
な
り
。
況
や
千
九
苜
一
.年
圈
匪
事
件
の

.

婦
順
養
と
し
て
、六
中

_七

亩

五

十

興

磅

.
の
債
務
を
：負
ひ
、四
分
利
三
十
九
年
間
支
拂
の
約

$

の'下

::
:

に
、支

*

の
財
政
に
雁
逍
を
加
へ

.

」

つ
、
ぁ
る
に
於
て
を
や
。

— ——
——

 

.
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支
那
に
於
け
る
財
政
め
永
久
的
利
害
を
考
量
せ
ん
か
、外
國
借
款
に
對
し
て
、嚴
酷
な
る
制
限 

を
：施
す
の
急
務
な
る
：や
，論
を
俟
友
ず
。
支
那
政
府
の
當
路
に
居
る
者
必
ず
し
も
永
久
の
利
害 

に
意
を
致

'3

す
，外

國
が
支

：

那
に
向
つ
て
財
政
上
の
權

f

を
'張
ら
ん
}

る
の
意
嚮
を
有
す
る 

や
•、直
に
：
之

に

誘

は

れ

て

、外

國

.借
款
を
起
す
に
；躊
躇

.せ
ず

0.
斯
の
如

'く
に
し

.て
、千

九

百

十

六

.年 

末
支
那
の
へ
中
，*

幷
に
.地

方

政

府

.の
負
.
へ
る
..外

{«
は

S

:
七
千
.贾

九

十

萬

六

千

磅

の

多

さ

に

上 

m
T
-
v
I
卷
；

o

r

I

V論
' 

說
' 

支
那
幣
制
把
举
雜
叫 

S
1號

J1



第
十
二
盤

(

三
ニ

1)

論
說
支
那
很
制
玫
难
雜
記
 

四
 

れ
ち
。
支
那
が
賠
偾
金
に
外
愤
に
外
國
に
對
し
て
侦
務
を
負
ぅ
こ
ど
の
多

&

，r r

の
如
く
爲
る 

以
上
は
、：國

際

貨

借

'に
べ
於
け
る
;.
'
ー.
般
の

'原
則
に

^

右
せ
ら
れ
て
、必
ず
輸
出

.超
過
の
狀
態
に
居
り
、
 

輸
出
超
過

it

依
て
、上
記
；の
偾
務
を
決
濟
し
、以
て
貸
.借
の
均
衡
を
求
め
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
道 

.

理
な
る
比
、事
實
は
然
ら
す
し
ナ

.
、却

v

連
年
翁
ザ
の
輸
入
趣

M
?:
.
生
じ
て
已
ま
す
、千
九

W

十
一 

年
ょ

6

同
十
五
年

.に
鬼
る
統
計
让
據
办
、每
年
の
入
超
額
を
見
る
に
、千
九
诨
十
一
年
は
於
て
は
，
 

:
1

.千へi
f

瓦
九
十
六
：

萬
：：

_

午
；破
、千

九

吉

十

U

年

に

於

，て

は

一

千

五
.南
四
十
五
捣
八
千
破
、千
九
亩 

.
十
ま

^

'

R於
て
は
一
一
千
五
胃
ザ
八
离
八
千
破
、千
九
西
十
四
年
に
於
て
は
一
一
千
七
百
四
十
四

M
 

八
千
織
、千
九
西
十
五
年
忆
於
て
は

.四
西
六
十
ア
萬
八
序
破
を
擻
へ
た

-
^
。

或

.は
斯
く
連
年
支 

.

*
の
貿
：為

狀

態

R

輸
A

超
過
の
繼
緻
す
る
に
對
し
、

«

原
因
：を

.求
め
て

*
之
，を

外

國

に

於

け

る

支 

那

出

樣

人

の

送

金

に

.歸

す
.る
者
'ぁ
b

o

果

し

て

然

ら

ば

商

品

，の

輸

入

の

行

は

る

、
に
對
し
て
、
 

資
<
ナ
の
楡
入
せ
ら

「

る
く

* :
:の
^

^

て
、ニ
潜
の
均
衡
を
保
つ
を

#

る
の
道
理
な
り
。
此
點
に

1] 

す
る
調
资
：は
後
に
之
を

'
き
不
す
；る

.
乙
と
、
し
た

i

婆
す
る
に
支
那
の
質
易
に

.
於
て
述
年

I f 

.入
超
過
の
行
は

$
 

\

は
外

.國
に
於
け
る
支
那
出
稼

A

の
绘
金

r
以
七
、其
一
原
因
ヾ

」

す
る
を
得 

ベ
し
と
離
，も、同
時
に

外

債
0

募
集
、之
に
伴
ぅ
收
入
が
輸
入
超
過
を
大
な
ら
し
む
る
作
旧
を
致

'.VK̂Km

し

つ

、

ぁ
る
の
事
實
あ
る

':

は
.

#
人
も
番
定
す
る
を
得
ぎ

.る

.所
に
し
て
、吾
輩
は
支
那
の
外
國
貿 

每
ド
於
て
連
年
輸
入
超
過

0

大
な
る
を
以
て
，支
那
が
外
債
に
次
ぐ
に
外

«

を
以
て
し
^
債
收 

A :
0
:
外
：國

ょ

々

囘

收

せ

，ら
一
る
、
間
、支

那

を

し

て

一

時

假

裝

的

馈

權

國

た

ら

し

ひ

る

の

一

舉

に 

歸
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
即
ち
支
那
は
外
債
；の
收
入
を

®

入
超
過
に
對
す
る
決
濟
に
振
替
へ

^

 

濟
す
可
き
資
金
缺
乏
す
る

.ゃ
、
31
に
外
偾
を
發
行
し
て
、以
て
輸
入
超
過
を
促
し
、相
連
續
し
て
盡 

ぐ
る
所

-を
知
ら
ざ
る
も
の

-
.な

り

。
支
那
の
*
入
し
た
る
外
債
の
收
入
が
必
す
國
內
の
富
源
を 

關
發
す
る
の
用
を
致
し
、而
し
て

.
其
富
源
が
多
く
外
國
に
於
て
需
要
せ
ら
る
、

4

の
.な
ら
ん
か
、
 

贸
易
狀
擗
の
不
均
衡
は

r

時
?)

現
象
た
る

^

止
ま
り
、終
局
に
於
て
は
商
品
の
輸
出
に

K

て
、餐 

に
輸
入
し
た
.る
外
資
の
元
利
金
を
完
濟
す
る
を

#

る
の
道
理
な
ぅ
。
然

n .
ど
も
乞
咕

;-
t

冷、て 

外
侦
の
收
入
が
盡
く
斯
く
直
接
に
牛
；產
を
助
長
す
る
の
用
，に
供
せ
，ら
れ
て

K

ま
ら
ざ
る
が
如 

き
、
M

ひ
可
か
ら
ざ
る
所
に
し
て
、其
一
部
は
政
治
上
の
關
係
に
於
て
空
锻
せ
ら
る
可
く
、經
濟
上 

の
用
途
を
有
す
る
も
の
を
以
て
し
て
、尙
ほ
其
效
果
の
間
接
迂
囘
的
な
る
を
舔
か
れ

ざ

る

Z
と 

あ
る
可
し

。
-

果

し

て

然

.ら

ば

外

偾

に

伴

ぅ

經

濟

財

政

上

の

腮

迫

は

颇

る

明

確

に

し

て

、經

濟

b
 

^

於
て
は
輸
入
質
易

0

超
過
を
促
し
、财
政
上
に
於
て
は
利

+

支
挪
、貿
易
袭
额
決
濟
の

'
爲
.めに 

•̂
■

十
二
卷

Q

ニ，
3
> 

論
'
-:

跋

-
求
那
哪
制
吹
蔡
雜
記
 

達
雜
' 

E
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*
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.
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»-
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'
.
l
-:
>
.
,
/
.
.
-

K i ,
I ，

I
I

iÎ V

I

l;* J.
ir

.̂>

ソ
 psnc' 

，

ド

.

、

.

.

,
所
十
二
，想

へ

ni'l四
-)：

織

說

支

那
I

吹
革
翁
記' 

0
§ 

六

織
’次

外
偾
の
負

*

'
を
加

童
：せ
.ざ
れ
、は
已
ま
ざ
ら
ん
と

t

o

.
借
款
に
伴
ぅ
利
益
の
未
だ
顧

0

な 

ら
ざ
る
間
に
於
て
、支
.那
は
早
く

其
‘弊
に
..
苦
し
め
ら

る
、
に

.至
ら
ざ
石
を
得
る
や
否
や
、

一

同
の 

問
題

と

せ

ざ

る

可

.，.から
t

今

章

宗

元

氏

の

調

査

.に

基
き
、光
緖

H

十
年
ょ

&

宣
銃

を
へ
經
て
，民 

國
一
一
年
；に
至
る
十
：年
間
支
那
の
輸
出
入
、金
銀
輸
出
入
幷
に
同
年
間
に
於
け

'る

中
國
收
入
.外
债 

額
及

.び

偾

還

洋

賠

款

本

息

：额

を

表

示

し

、以
、上
'の

立

言

を

論

證

す
る
の
材
料
に
、充
つ
可
し
。

第
一
表

.
中
國
十
際

.貿
易
额
表

(
以
關

^

.

年
分 

光
緖
三
十

¥ 

同
，
3
十ー牟
 

同
'
H十二 

¥ 

间
三
十
三

•¥ 

同
.
三十.四印
 

梵
統
元
，

¥
. 

同

■;
ニ

¥ 

同

三

■¥ 

民
國

70

年

輸
入
額 

三
piKio 
六 

W
四
、
七
5
 

四
一
、
〇
ニ
七 

划
’

一

‘
六
四
〇 

3
九
、
四31
〇 

:四
：：

r

A-~
*
a£ 

一四六、二九六：
 

四七、
1
3£
〇 

四
七
、
3
0九

,
輸

出

額

'

'
ニ

三

、
九

.四

八 

ニ 
ニ

、
七
：八

八 

二

！

1
、
六

！
！

五

ニ

六

、
四

三

八

 

•

ニ
七
、
六六

-!

ハ

三
三
•

八
九
九
.

；

.

_

三
八
、
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第
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表
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中
國
金
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輸
入
輪
出
額
ま
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:

_
平
銀
萬
兩
許
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¥

分
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光
綠
三
十
印 

同
三
十
 
一
¥ 

同
ノ
三
十
ニ

¥ 

柯

：
三
十
三
部 

,同
‘

H十
pj
l
年

宣
統
元

¥

M
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;
:ニ 

年：

同
.
' 
三
'
¥ 

i

元
卑 

同
ニ
牟

;:
:
,出口金値

-

,,■入

口

金

値

■

出
口
銀
値 

5

A

.
九

九

三

'

H
* 七 
一
 

ニ 

■ 

:

::,
四
〇
五

ぃ

'
1
、
1 

T

0

.

三
、八
六
ニ 

.

.
:
三

一

六
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:

七
〇
〇/ 

.

H、八
〇
一
 

,
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£
八
ニ
:
ハ
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八
1
1七
:

:

三
、
八
ニ
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 ̂

一：
：
. 

r

五
一
：.

'

三
、
二
三
八 

七

八

三
:

r
o
r
'

.ニ
、
四0 
ニ 

厂
四
茧
三-
,

.
;三
五
五,.
- 

ニ
、
二
八
〇 

::
,
:
:
.
L 
一
四
九,

.

.四oil. 

.ニ
、
ニ
七
七 

:

T'A
三
:
:
:
:;
.
.
.
九
ニ
九 

ニ
、
五
八
四 

:
:;
:
四
四
五：
.:

:
三
〇
六

■
.
一
、
九
七
四

第
三
表
；
中
,
々
際
資
易
出
入
超
過
額
と
金
銀
出
入
超
過
額

ゴ

の 

比
較
表

(

以
關
平
：
®
萬
兩
計

)

¥

分

光

望

十

¥

A
超
一
〇
璧
八
入
超
八
四
四
出
超
一
、三
六
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/H
超

,五一六
 

稱

十

二

怨

g

一
5

論

說

支

那

幣

制

吹

^
雜
記 

l

i
入
口
.銀
値

II、

三
五1 

三
、
ー
四
ニ 

一
、九
三
三 

七
〇
六 

ニ
、
〇
一1

三
、0
八
六 

四
"！
！

五
九
，
 

六
、1

〇
八

四
、
：き

九

五
、
五
七，

1

或贸

善
入
出

超超

或金 

値
入
出

超超

，値 
入
出

超超

1
%

或
バ
鱗
：

S

4

I

m

九>
九
四，一..
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h
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箱

十

二

继(

三，一

六)

输

耽
 

同三十一年■
入
超
ニ

>九

ニ

ニ

入

超

七

〇

五

出

超

同

三

士 
?

入
超 

同
三
十
三
咕
入
超 

同

三

十
.四
¥

入
敵 

宣

統

宛

♦

入
超 

同

-
ニ

印

入

超
 

同

H

年
.
入
寧 

S
 
,
元

坪

入

超
 

.同

ニ 

M

<入
超
.

I

七
、
三

八

ニ

入

超
 

5

、
ニ

〇

ニ

入

超 

ニ
ニ
、
七

八

四

出

超
 

七
.、
九
7

:

ハ
丨
1

 

:

八
、
ニ一
三

,
出
超 

九

、
四
1

七

入

超
. 

一
〇
、u

五

七
A
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V
.

六
、
七i

六

'
如
超

,
三
八
四
出
超 

ニ
.四
五
' 

出
超 

1:>1

五I :

出
超 

六
-A
n
.
入
藤 

:

九
七
入
超 

1
五
1ー1

入
超 

.
七
四
近
入
超 

一
三
九
入
超

十
¥
間

撖

别

入

超

—*
ニ
九
、ニ
六
七
入
超 

一
、0
〇
七
入
超

第
四
表
中
國
收
入
外
債
额
及
償
還
弹
賠
款
本
息
額

七
一
九
出
超 

i

、八
六
七
出
超 

H

J ニ〇

出超

' 

一、1

三
六
出
超 

:.六
八
四

入
超

- 

ニ、一

七
九
；入超 

三
、八
三
〇
‘
入
超 

1
、

丸
ニ
四
入
超
. 

三
、艽
九
七
入
超 

H
、九
ニ一

入
超

'̂
H

m

.

四
入
超 

1
、

四
八
三
入
超

一3、八
七
五
入
超

ニ
、彐
七
七ニ

二
、〇
八
ニ

入
超

入
超

入
超

三
、
九
八
一
ー1
入
超 

ニ
、
六
六
九
入
超 

三
pi
iE
八

入

超 

.四
、
九
U

A
入
超

V
ニ 

i

、九一

八 

M

ハ、八
九
九 

1

ニ
、
三
ニ
七 

九
、四
〇
七 

七
、九一

八 

1

〇
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九
五 

1

三
、四
〇
〇 

i 

ニ
、九
ニ
六 

ニ
〇
、
一
七
四 

n

s

、一

九
五

年
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光
_

十

坪

同
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.
H十
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-
•
_ 

一
同
：m
+
ニ
年 

同

H
十
三
平

凇

入

之

愤

m

遒
淸
鐵
路
七
十
九
鹆
五
千
八
吉
磙 

脑

间

蠢 

一
W
,十

蔻

廣
九
铵
路
 

1
J
E
3I
十
览
檢

是

年

償

遨

之

本

息

^

取
入
傲
還
相
抵
後
淨
收
之
愤
額 

资
' #

债
：

，
|.页
十
八
萬
四
千
磅 

赔

款

一

千
八
百
八
十
ニ
萬
兩 

蓝
洋
愤
一
百

V
I

十
一
路
四
千

^

賠

就

一

千
八
百
八
十
ニ
篇 

葯洋债
 

一
W
一
 I
十
1«
1
萬
七
千
磅 

掀

款

‘ー千八瓦八十ニ萬兩 

薇洋愤
 

l¥r
二十八萬镑

!I

!
f-

徘
油
鈥
路
：
 

滬杭甬餿跻 
新舉鐵路

： 

,

l

i
 

酸
间
苽
淡

_

:

aL
w
m磅 

西五十孫總 

三十ニ萬圆

(

日幣) 

ニ百五十鹆调

(

同
} 

五宵鹆磅

漉
勉
湖
北
地
方
偕
款

嫌浦級借

.

.

江
^
都
地
方
借
軟
丨

量

川

放

整
頓
各
路
.
.

谠
報
•!:
話

：

鄂
锴
誇
地
方
借
.款
;
_ 

又
B

幣

.
:

喘
記
■一
次 

'

i

T

次

, 

克

利

斯

卜

：

善
後
借
.款 

瑞
R L

僻

款

,

奥

國一

次
：

.

唞
阖
ニ
次

v

'

r̂h
i

四
I

H

A
十
孫
#

 

六
百
五
十
茁
兩 

六
西
离
磅 

千
馮
邸(

日
幣)

■

五
十
萬
檢
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四
百
现
附 

1

百
六
十
藤
圆 

•
三
十
孫
磅 

四
士
玉
萬
磅 

，
■五
百
鸽
磅 

U

千
五
首
萬
镑 

,
三
.十
萬
*
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ニ
瓦
萬
磅 

一
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ニ
十
邡
谤

賭 m  

款债

赔嵆赌菸赌舊 
徉 洋 洋  

款愤款债款愤

舊
洋
愤 

赂

款

蒙

债

、脓
.

款：

ー
中
八
百
八
十
ニ
衡
爾 

1

宵
三
十
ー
馬
玉
千
檢 

一
千
八
百
八
十
ニ
萬
兩.

一
百
ニ
，十

五

坑

ニ

中

竣
 

一
千
八
瓦
八
十
ニ
瓿
兩 

一
瓦
三
十
九
孫
磅
：
 

1

千
八
百
八
卜
'ニ
孫
兩 

一
F

四
十
三
葆
磅 

ー：
千
九
莨
八
十
九
调
兩

一
百
如
十
八
萬
ニ
千
磅 

1

千
九
西
八
十
九
孫
雨
'

1

苜
五
十1

萬
六
千
谤 

1

千
九
西
八
十
九
海
兩

Q
ご
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論
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十
1
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H

一
八)

腧

.
耽

嘉

幣

製

葉

記
 

第

暴

5

中

法

借

款
.

ー
惊
五
：千
鹛^ '
-,

十
牛

德

計

英

金

「

六千

.四

十

四

越

孝

八

募

洋

偾

ー

千

五

高

十

萬

檢

ニ

望

千

五

；白
四
十
一
ニ
萬
兩 

日

金

;:
1

千

四

瓦

四

十

ニ

谣

元

賠

款 

' 1

傲
九
千
一
'耳

四

十一

萬

爾
，
.

.法
金
; -/

 

1

傲

五

千

湯

合

計

ニ

億

九

千

<

百

六

十

一

憨

兩.

;

合
'

針「

:
六

千

.
七

百

八

十

八

鹆

磅
 

:雨
銳
に
換
算
ぃ
玉
傯
四
千
三
页
四
离
兩
て
：

:

之
に

1
千
'1

百

^

^

か

加

へ.

.

. 

總
.

.
計

.

五
傯
五
千
四
百
四
鴆
兩

前
.數
表
に
據
る
に
、

光
緖
三
十

年

.ょ

.ぅ

民
國
ニ
年
に
至
る
十
年
間
支
那
の
輸
入
遛
過
は
ト
ニ 

傯

九

千
一一
百

六

十
七
萬
兩
に
及
べ

.る
に

拘
は
ら
ず
、之
に

對

す
る

金
銀

.の
出
入
を
見
る
に
.却
て 

」

四
千
九
两
ニ
十
八
：蔣
兩
の

，輸
.入
超
過
を
.示
せ

>

9

0然
ら
ば

以

上
の
入
趑
额
に
就
て
、其

商
品
k 

關
す
る
分
は
何
を
以

V

之
を
決
濟
し
、又

.其
金
銀
に
關
す
る
分
は
何
を
以
て

.之
を
.吸
收
す
る
を 

得
：
た
ん
や
。
即
ち
其
原
掘
の

(

一)

外
、債
收
入
の
囘
收
高
、

(

一一)

外
國
人
の
中
國
に
於
け
る
資
本
放

F
* 

(

三)

外
涕
報
備
の
本
國
に
對
す
る

送

金
高
に
外
な
ら
ざ
る
や
、

論

.を
俟
た
す
。
第
二
第
三
項
に
就 

て
は
之
を

蘭
進

す
る
能
は
す
、第

|
項
の
み
に
就
て
云
は

ん

か
+

年
間
に
於
て
外
债
發
行
高
ょ 

p 

S償
還
ik
か

:R
m
M
M
金
，支

拂

高

を

控

除

す
る
7レ
き

は
、«
额

ニ

億
五
千

五
两
四

十

三

.«
兩
に 

.常
れ
I
.り
。
：
然

ら

ば

上

記

商

品
輸
入
超
過

幷

R
金
亂
輸
入
超
過
の
合
計
十
三
億
四
千

一

百
九
十

■ j

-j

L

五

萬

兩y

右
の
一
：1
#
:五

千

五

南

四

十

：三
：萬

雨

ノ
レ
の
差
は
即
ち
第
一
一
項
，第

三

項

の

金

額

を

代

表 

す

：る
も
の
ど
認
む
可
く
、支
那
が
外
憤
の
爲
め
に
糨
入
超
過
の
勢
を
劇
成
し
つ
、
あ
る
は
、爭
ぅ 

可
か
ら
ざ
る
事
實
な

；

b

o

'

r

.

'

'

y
 

■ン 

，、

,

故
に
今

P
M普
人
賴
外
に
詹
る
潘
が
最
も
公
平
な
る
見
地
に
於
て
、支
那
財

.政
の
爲
め
に
、立
言 

せ
ん
か
、第
ニ
に

^

_

„
を

^

粟
と
す
る
に
至
ら
ざ
る

.程
度
ま

■で
、支
那
の
財
政
を
し
.て
自
立 

の
地

.位

：に

立

た

し

め

、第

±

外
國
借
款
は
直
接
に
內
國
の
富
源
を
開
發
し
、生
産
力
の
坩
進
に
.資 

す
る
：も
の
に
之
を
限
り
，第

-
:貿
爲
の
逆
勢
を
匡
正
し

®

出
超
過
に
依
て
、旣
往
に
於
け
る
對
外 

慠
務
の
決
濟
に
資
す
る

^

至
.：ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
是
等
は
支
那
の
®
政
を
整
理
す
る
消 

極
的
政
策
に
し
て
、如
何
な
る
積
極
政
策
の
有
利
な
る

も

の
あ
る
も
、先
づ
此
消
極
的
政
策
を
腐 

行
し

V
、

多
年
紛
飢
を

®

め
.た
る
經
濟
社
會
の
局
面
を

1

變
す
る
に
非

W

れ
ば
、到
底
禽
全
の
效 

果
を
收
む
る
能
は
ざ
る
な
：り
。：.：然
も
支
那
官
民
の
穸
數
は
容
易
に
此
道
理
を
覺
る
能
は

'ず
、國 

際
貨
借
の
狀
況
、貴
易
の
.順
逆
の
如
き
は
、全
然
之
を
不
間
に
付
し
、軍

に

幣
制
改
革
を
遂
行
、し

# 

ベ
し
ビ
す

^
#•
あ

b
、斯
の
如

&

は
要
す
る
に
一
時

g

w
畫
と
し
て
、

®

fl
j

を
改
革
す
る
に
止
ま 

\

改
革
せ
ら
れ

•た
る
彼
制
を
維
持
ず
る
に

.就
て
.何
等
の
思
獻
釔
致
さ

^

る
も
の
に
し
て
、双
短

第
±-
!卷

H
1
:九)

，論
‘
-
説
支
那
骹
制
攻
苹
酿
記

 

第三跳，
一

】



.

、

都̂

ニ
'卷 

p

l

, o)

' 

.

論
.

. ^
.

}

^

幣
制
改
苹
雜̂

'

. 

.

.

.璧

號

，

'
ニ

ム

,

見
、笑

ふ

に

堪

へ

た

ぅ

ビ

す

可

し
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蒙

味

な

，
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爾
殊
に
金
货

, «

侦
務
の
加
重
と
を
聯
結
し
、後
漭
を
免
か
る

、
爲

め
に
、前

恭
を
^

耍

V
i

す
る
の 

意

見

を

懷

く

者

多

を

以

て

、其
證
左
と
せ
ざ
る
を

#

>

c

’
蓋

し

彼
缭
；
0'
意
見
を
以
て 

す
る
と
き
は
、國
钓
の
取
引

k

於
.て
は
飯
を
本
位
と
し
、國
庫
の
收
納

.
亦
銀
：を
以
て
行
は
る
、
場 

合

R

金
貨
挪
の
偾
務
を
外
國

R

M
ひ
、而

し

て

金

に

對

す

る

銀

の

.®
格

の

低

落

す

る

こ

ビ

從

來 

の
如
き
場
合
に
於
文
は
、支

*

は
到
底
财
政
上
の
負

»

に
«

ベ
ざ
る
を
以
て

.幣
制
を
改
革
し

‘

 

貨
を
以
て

0
外
取
弓
の
基
礎
に
充
て
ん
と
す
る

も

の
な
り
。
果
し
て
然
ら
ば
昨
年
來
の
如
く
、
 

世
界

{:
於
げ
る
金

*

價
の
翁
勢
；一

#

し
、金

|;
»

す
る

'銀

.の
惯
格
の
騰
貴
し
て

a

ま
ざ
る
場
合 

に
は
、如
上
の
論

.‘點，ょ

&
す

•

る

支

那

幣

制

の

改

革

論

：は

JE
.に
其
根
據
を
失

a

*
る

4

の
に
し
て
、
 

支
毋
は
國
庫
の
收
入

に

於
て
價
格
の
騰
貴
せ
る
銀
货
を

■«
:

め
、有
利
な
る
條
件
の
下

ic
、之
を

#
. 

貨
柳
偾
務
の
決
濟
に
供
：する
.現
在
の
狀
況
を
株
守
す
る
を
利
益
あ

&

と
.S

し
。
''
即
ち
此
、論 

法

?:
以

て

す

る

ど

き

は

，鈒

價

の

低

きy

き
に
は
.幣
制
改
革
の
必
要
あ
り
ど
し
、其
高
き
/と
き
に 

は
翁
带
改
革

-
、の
必
耍
衣
し
と
し
、改

革

の

要

否

V

J

B
げ
て
、之

を

一

の

銀

.價

Q

高
低
に
依
て
決
宅 

せ

し

；め

ん

ミ

す

る

も

の

：
に

し

，て

_

民
鈹
濟
上
の
大
間
題
に
向

ク

て
、斯
る
探
機
的
.感
情
を
莽
す

(I|

る
は
、^

都

人

牲

癖

の

然
.

ち

し
o

'る
所
な
る
や
、知
る
可
炉

&

ず
と
雖
も
、吾
輩
は
之
を
以
て
彼
等 

の
間

U

經
濟
的
理
解
の
缺
く
る
も
の
あ
る

.

の
故
と
せ
ざ

-

る
を
，得
ず
。

.

.

:

'

議
 

ぐ 

' 

.

..

.

.

:

:

m
に
之
を
法
制
上
の
外
観
ょ
り

-s
ふ
ど
き
は
、支
那
に
は
貨
幣
制
度
の
見
る
可

_
§
も
の
な
し 

V
J

せ

す

。

輓

近

，
の» :
例
.を
擧
げ
ん
か
、前
淸
宣
統
，ニ
年
度
支
部
は
幣
制
調
査
局
を
設
け
て
、幣
制 

改
革
問
題
を
審
議
し
、幣
制

〗

則
例
な
る
も
の
翌
年
四

.月
を
以
て

.公

.布
せ
ら
れ
、段
國
と
爲
シ
て

^
 

も
、財
政
部
は
幣
制
委
員
會
を
設
け
、民
傾
一
一
年
の
冬
國
務
龠

«

に
於
て
前
淸
幣
制
‘則
例
を
改
正 

し
發
年
一

一

月
新
に
國
幣
條
例
幷
に
施

#

細
則
を
頒
行
し
た

6

。

sc
-

に
束
那

(-
C

U

て
幣
■
を
統 

ー.
し
、廣
幣
流
通
、狀

德

を

〗

新
す

'る
の
誠
意
を
懷
く
も
の
な
ら
ん
か
、先
づ
國
幣
條
例

?:
興
行
す 

る

M

以
.て
、急

務

^

す
可
き
や
、論
を
俟
た
ず

:0
然
も
支
那
政
府
は
單
に
國
幣
條
例
を
制
定
し

/a 

る
に
此
ま

▲

に
之

■

際

u
m
用
す
る
の
準
備
に
着
手
せ
ず
、

« .

後
幣
制：改
革
の
所
論

力

6
、
 

又
谋
遲
動
あ
る
に.拘
は

&

t '

、一 

の.國
法
ビ
し
て
®
行
せ
ら
れ

A

る
國
幣
修
例
を
中
心
ミ
し
、或 

は
其
缺
點

t

補
正

し

、或

.
は

其

長

所1

0

揚
し
、以
て
之

.を
實
行
せ
ん
と
す
る

R

*

ず

、全
然
之
を 

阅
却
し
て
、他
の
方
織
に
向
は
ん
と
す
る
が
如
气
奇
怪
の
沙
‘汰

V
J.

せ
ざ
る
能
は
ず
。
固
ょ
ぅ
國 

第
：
H

S
 

(

三ーニ

)

.
論

說

变
那
辦
制
^

.

雜

記
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5
 

幣
條
例
は
銀
貨
を
本
位

w

し
、鈒
貨
本
位
制
の
下
に
、支
那
の
貨
幣
流
通
狀
：寒
を
統
一
せ
ん
と
す 

る
も
の

ず

。
.

即
ち
同
條
例
第
二
條
に
於

y
f

庫
，平
純
銀
六
.餞
四
分
八
奠
ニ
三
ダ
ラ
ム
九
七
七 

五
〇
四
八

)

を
價

I格

.の
單
位
ビ
し
，之

5:
.
圆
と
稱
す

」

る

9

規
定
を

♦置
き
、第
六
條
に
於
て
、
一
圆
鈒
貨 

を
無
制
隈
法
貨

A

し
、第
十
一
一.條
に
於
て
，一
圆
銀
貨
の
自
由
鑄
造
を
認
め

'

方
に
國
幣
條
例

*
 

行
細
則
第
三
條
に
於

'て『
市
面
通
用
の
舊
餵

2

銅
ガ
、舊
制
餞
は
政
府
に
於
て
國
幣
を
以
て
之 

.を
收

.囘
改
鑄
す
，但
し
一
定
期
限
內
に
於
て
は
各
市
價

.に
照
し
て
行
用
す
可
く
、前
項
舊
幣
を
以 

て
公
納
に
充

0

る
と
き
は
、每
月
內
各
地
方
公

.署
に
於
て
市
價
を
懸
示
し
て
之
を
收
音
し
、邦
市 

®

は
'#
一
 

月
該

'地
方
亿
於
け
石
平
均
中
價
を
標
準
ビ
す

」

ビ
規
定
し
た
る
の
諸
點
ょ
り
云
ふ

：

yj 

き
は
新
に
銀
貨

?:
:
鑄
造
し
て
、之
を
本
位
に
充
つ
る
と
共
に
、舊
來
流
通
せ
る
銀
貨
銅
餞
を
處
分 

t

る
の
用
意
を
親
ふ
に

■足
る
可

-
し
。
然
も
單
に
用
意
を
示
す
に
业
ま
ぅ
て
、之
を
實
現
す
る
に 

努
力
せ
ず
、斯
の
如
く
し
て
幣
制
改
革
め
未
了
の
案
件
た
る
、毫
も
異
ゼ

す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

支
那

の
貨
幣

I流
®
狀
態
に

L

て
、外
國
人
に
不
便

1

加
ふ
る
も
の
少
か
な
ら
ず
ビ
雖
も
、就
中 

弊

«

の
：最
も
大
な

；

る
位
、
#

種
货
幣
の
一
間
に
於
て
、同
價
流
通
の
保
證
を
缺
き
、銀
貨
と
銅
餞
ビ
の 

間
に
於
て
、大
銀
貨
ど
小
鉬
貨

.と

0

間
-に
於
て
、各
自
の
.流
通
價
格
は
當
時
市
場
に
於
け
る
需
要

j

i

j

1
h

供
給
の
關
係
若
し
く
は
：地
金
：の：價
格
に
據

K

0

等
基
準
の
確
乎
た
る
も
の
な
き
の
一
事
是
れ 

な
り
。

國
幣

_

g
ft
-
其
第
四
條

.に

^

てr

國
幣
の

：

計
笋
は
均
し
く
十
を
以
て

®

み
'每

圆

十

分

の 
j

を
和
し
て
タ

v
j

し
瓦
分
の
ー
を

»

し
て
，分
と
し
千
分
の
一
を
稱
し

1
薇
と
し
^
^
の
兌
換 

は
均

.し
く
此
率

.に
，照

す」

と」

規

定

し

て

、各g

貨
幣
の
間
に
同
價
流
、通
_の
行
は
る
可
き
こ
ビ
を
明 

に
し
、國
幣
條
例

1施
行
細
則
第
九
條
に
於
て
は

「

凡
を
國
幣
條
例
第
四
條
に
違
犯
す
る
者
は
關
係 

人
の

‘吿
發
に
據

&
,其

*

»
を
審
査
し
た
る
後
、十
元
以
上
千
元
以
下
の
罰
金
に

.處
し
、官

m

及
び 

官
營
事
業

'を
經
營
す
る
入
前
項
を

犯

す

時
は
五
十
元
以
上

H

千

%

以
下
の

■

金
に
處
す

」

る
の 

规
定
を
設

け
、.以
て
同
價
流
通
の
狀
態
を
實
現
す
る
に
力
を
致

I

た國
幣條
例の
规定
に
 

準
據
し
て
鑄
造
せ

_ら
れ
た
る
各
種
銀
貨
の
間
に
同
價
流

a

の
維
持
.せ
ら
る
く
は
即
ち
上
記
法 

制
上
の
效

^

に
基
く

.も
の
な
ぅ
。.然
も
今
日
の
支
那
に
は
國
幣
條
例
に
認
め
ら
れ
ざ
る
幾
多 

の
貨
幣
あ

b

e
貨
幣
制
度
を
，確
立
す
る
の
趣
意
ょ

6
.云
は
ん

.か
、是

等

の

貨

幣

は

總

て

，國

胳

條 

例
施
行
細
則
第
三
條
の
規
定
に
據
て
處
分
せ
ら
れ
ざ
る
可
か

ら

t

之
を
處
分
す
る
乙
と
に 

依
て
、始
め
て
支
那
に
流
通

.す
る
貨
幣
は
總
て
，國
幣
條
例
の
规

.定
に
準
據
し

.て
*
造
せ
ら
れ
た 

る
も
の
、
み
ビ
爲
方
に
政
府
が
其
鑄
造
高
に
適
當
の
刺
陂
を
加
ふ
る
と
共
に
•他
の
一
方 

第
十
1
S 

(

三
.ニ
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-要

導

.

一
一
山、
.，

.

.

に
於
て
法
規
を
厲
行
せ
ん
か
、始
め

.
て
同
價
派
通
の
狀
態
を
實
現
す
る
に
歪
る
の

®

®

な
る
に
、
 

單
に
法
制
上
の
體
裁

e

擊
ぅ
る
に

f

し

5

M

神
を
發
揮
せ
ざ
る
は

•
支
那
に
於
：け
名
杉
式 

主
_

の
餘
弊

€

す
可

&

な
$
。ー

.

''

民
國
三
年
の
國
幣
條
例

〜

に
對
し
て
は
論
ず
可
き
の
點
少
な
し
と
せ
ず
、殊
に
.其
本
位
間
題
を 

解
：決
し
て
、銀
貨
本
位
制
を
實
行
せ
ん
と
し
た
る
一
事
の
、如
き
、支
那
國
.民
經
濟
の
全
局
に
於
け 

る
.利

害

に

.徵
し
‘
て
、最

A

愼
重
な
る
考
量
を

.3
?

す
る
所
な
る
が
、此
問
，題
に
就
て
は
%
く
之
を
後 

節
に
讓
ト
、以
下
他

0 ,
方
前

;̂
於
け
る
間
題
に
就
て
論
す
る
所
あ
る
可
し
。

:

_

幣
條
例

.
は
A

第

-

條
：.に
省
て

「
國

幣

の

鑄

發

權

は

専

ら

政

.府
に
獨
す

」

ど
規
定
し
た
り
。
噔 

.
れ
我

.國
’現
行
の

• «

幣
法
が

I
貨
幣
製
造
の
權
は
政
府
に
屬
す
と
規
定
し
た
る
ビ
同
じ
く
、貨
幣
に 

對
：し
て
國
家
の
有
す
る
最
上
公
權
を
明
に
す
る
の
趣
意
に
出
で

*

る
も
の
，な
る
可
し
。

立
法 

の
理
義
に

»

し
て
、何
ー
等
間
然
す
る
も
の
な
さ
は
、吾
蕺
の
承
認
す
る
所
な
れ
ど
も
、支
那
政
府
の 

當
路
者

.
は
眞
實
國
幣
の
鋳
發
權
の

«

ら
政
府
に
羼
す
る
の
意
義
を

M
解
し
て
、本
案
を
規
定
レ
，
 

又
之
を
實
行
す
る
に
充
分
の
誠
意
を
有
す
る
も
の
な
る
や

®

を
挾
ま
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
あ 

b

o

國
幣
鑄
發
權
の
政
一
府
に
属
す
る
以
上
は
、
一

國

政

府

は

內

國

に

於

で

外

國

貨

幣

の

滩

i
 

r

i

る
こ

と
を
承
認
す
可
か
ら
す
、將
た
又
外
國
銀
行
の
內
地
に
於
て
通
貨
と
同

」
の
作
用
を
爲
す 

可
き
組
龄

>

發ハぞ

1

る
の
措
镫
を
、务
承
認
す
可
か
ら
ず
、蓋
し
是
等
の
事
實
を
寬
假
せ
ん
か
、貨 

幣

R

對
し

：V

、國
家
の
有
す
る
最
上
公
檄
は
到
底
侵
害
せ
ら
る
ゝ
を
免
か
れ
ざ
れ
ば
な

b

o
支 

别
ヵ
國
幣
條
例
に
於
て
貨
幣
鐵
發
權
の
國
家
に
亭
屬
す
る
こ
ビ

I:
規
定
し
、爾
來

^

胳
£
の
草 

案
を
編
成
す
る

^

ボ

必

^

其
胃
谫
に
ぃ
同 

'一；

意

_

の
文
字
を
揭

<'
'

る
に

■至
れ
る
は
、貨
幣
流
通
の 

对

本
義
欠

就
そ
一
の
理
解
を
得

^

る
.

も
の
ビ
し
て
、吾
輩
の
賛
成
を

«

ま
ざ
る
所
な
れ
ど
も
、單 

に
此

_

字
を
揭
ぐ

^

0
ーみ
.を
以
て
し
て
、一
方
に
外
國
貨
，幣

#

^

外
國
銀
行

紙

幣

の

搬

通

す
る 

Z
ど

今
日

の
如
べ
.爲
ら
ん
か

國
幣
鑄
發
權
の
國
.家

に
W

屬

す

る

意

義

は
遂
に
沒
了
せ

ら
る

 ゝ

を
免
か
れ
ず
、
外

.國
貨
幣
に

.對

し

；て

は

、支

.那

が

之

に法

制

上

何

等

の

地
位
を
與
へ
ず
、一

方
に 

户

國

：の
貨
幣
，に

§

し
て
原
價
流
通

.の
规
定
を
厲
行
す
る
以
上
は
、結
局
地
金
と
同

|

の
狀
®
ど
 

爲

. ^

货
幣
.ビ
し
て
流

逝

す

る
；地
步
を
喪
失
す

一
る
に

3>
る
可
し
。
蓋
し
外
.國
貨
胳

^

支

那

に
A
 

V

流
通
す
る
に
至
；れ
る
理

*

は
支
那
に
於
け
る
貨
幣
流
通
の
狀
雄
素
亂
し
、变
那
の
貨
幣
自
ら 

地

金

と

異

な

6

ざ
る
も
の
あ
る
の
間
隙
に
乘
す
石
の
一
事
に

.
存
す
る
を
以
て
、

^

間
隙
に
し
て
、
 

お
塞
せ
ら
れ
ん
か
、外
國
貨
幣
め
流
通
は
自
然
典
跡
を
絕

0

に

M

.'
-

5
の
道
理
な
れ
ば
な
り

。
：
.
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一

八

外
國
餵

.行
の
紙

.幣

(R
し
て
若
し
も
外
國
の

‘銀

貨

を

代

表

し

、其
：銀

貨

.ぎ

以

て

兌

換

せ

ら

る

可 

さ

4

の
.な
ら
ん
か
、外
國
餵
貨
流
通
の
跡
を
絕
つ
と
共
に
、外
國
銀
行
の
紙
幣
亦
影
を
市
場
に
收 

む
る
の
道
理
な
れ

^

も
、今
：日
支
那
に
於
け
る
外
國
諸
鈒
行
の
紙
幣
を
發
行
す
る
や
、自
國
の

0

 

貨
を
以
て
兌
換
の
目
的
物
ど
せ
ず
、支
那
の
銀
貨
を
之
に
充
つ
る
が

.故
に
、外
國
銀
貨
の
處
分
と 

外
.國
飯
行
紙
幣
の
處
分
と
は
自

-6
別
種
の
間
題

v
j

し
て
、之
を
解
決
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な 

若
し
も

一

國
に
於
て
法

f'
J

Jt
w

等
の
制
限
の
鈒
行
じ

.加
へ
ら

.る

V
も
の

•な
し

w

せ
ん
か
、銀
行 

.は

隨

，
時
其
好
む
所

0
方
法
に
依
て
、紙
幣
を
發
行
し
、以
て
容
易
に
營
業
資
金
を
調
達
す
る
の
方 

法
を

_

ず
可
く
、此
際
に
於
て

0

行
の
內

»

銀
行
た
る
ミ

^

國
錶
行
ぬ
る
と
の
如
き
«
て
問
ふ 

所
に
非
ず

.、其
孰
，れ
か
入
民
の
間

.に
大
な
る
信

.用
を
有
す
る
も
の
对
其
大
な
る
に
應
じ
て
、紙
幣 

を
發
行
す
る
を
得
べ

§

な
り
。
支
那
に
於

V

諸
外
國
銀
行
が
紙

#

を

發

行

し

つ

、
あ
る
.
が
如 

き
、即
ち
如
上
の
關
係
に
甚
け

る
i

の
と
す
可
く
、支
那
政
府
は
.何
等
の
特
權
を
外
國
銀
行
に
與 

へ
た
る
に
非
ず
、又
特
別
の
：法
律
を
以
て
、外
國
餵
行
を
保

®

す
る
に
も
非
す
、外
國

0

行
は
支
那 

、に
於
け
る
貨
幣
流
通
の
亂
雜
な
る
に
加
ふ
る
妃
、支
那
銀
行
紙
幣
の
不
信
用
を
以
て
し
.中
國
交 

通
兩
銀
行
の
如
，

&
、國
家
銀
行
の
地
位
に

.居
る
も
の
に
し
て
，尙
ほ
屢
々
紙
幣
の
正
貨
兌
換
を
停

止
し
、紙
幣
所

.有
者
ド
本
侧
の
損
次

?:
:

及
ぼ
す
の
狀
'な
る
を

以

て
、此
缺
陷

.に
乘
じ
て
、信
用
あ
る 

勒
私
を
發
ゎ
す
る
の
手
段
に
出
で
、始
め
は
自
國
民
間
又
は
自
國
民
•と
支
那
人
と
の
間
に
於
け 

,
る
取
引
に
供
甩
す
る
を

_
主
服
ビ
し
た
れ
ど
も
、漸
次
世
上
に
流
布
す
る
に
隨
ひ
、支
那
人
間
の
収 

引
に
も
亦
供
用
甘
ら
る
；、
に
至
れ
る
も
の
と
：す
可
く
、

|

方

に

支

那

人

の

‘
»

赂

的

便

宜

に

の

み
 

着
服
し
て
、法
制
上
の

»
念
に
缺

く
る
の
甚
だ
し
き
、

紙
幣
も
餵
'行
の
振
出
手
形
も
全
然
之
を
泥 

同
し
、銀

’
行

の

紙

幣

發

行

に

對

し

：て

何

等

0

制

限

を

加

へ

t

不
知
不
識
の
間
に
外
國
を
し
て
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.
胳
鋳
，發
權
を
侵

.寄
せ

P

め
、國
舻
條

「

例
.第
一
條
の
規
定
を
擧
げ
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.て
*
用
の
文
宇
沱
ら
し
め
た
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は
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■
毋
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■
爲
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不
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別
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り
，.と
せ

.
ざ
る
能
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る
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ぅ
。
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•支
毋
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が
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幣
せ
振
出
手
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ど
の
差
別
に

'就
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確
乎
た
る
舰
念
を
有
せ
す
、各
地

R

A
け
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支
ガ
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銀
行
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於
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隨
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幣
を
發
行
し
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流
通
の
狀
態
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銀
行
間
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自
由
競
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に
依
て 

#

せ
ら
れ
、中
國
交
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雨
銀
行
：

0
.紙
.幣
發
行
亦

'據
.る：可

.き

章

程

の

，存
す
る
' も
の
な

.
し
ビ
す
れ
ば
、
 

外
國

.諸
銀

.行
が
自

‘由
に
紙
幣
を
發
行
し
、支
那
政
：府
亦
之
に
對
し
て
何
等
干
涉
す
る
所
な
&
も 

功
.
#
'む
.
に
足
ら
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' 
然
も
一

.
國
が
貨
幣
に
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す

る

■*
上
公
權
を
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し
、貨

fi
f

流
M
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せ
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と
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に
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例
を
制
定
し
、發
行
權
の
鎢
中

.統

.I

を
期
す

.る
と
共
に
、外

.に
外
國

.

.諸
銀
行
の
紙
幣
發
行
'に
對 

し
て
干
渉
；を
施
す
を
要
す
可
し
。
嚴
格
に
云
ふ

V」

き

は
、外
國
諸
銀
行
が
紙
幣
の
發
行
を
行
ふ 

に
當
彡
、何
等
法
制
上
の

«

據
に
基
げ
る
も
の
に
非
ざ
る
以
上
は
、

一

擧
に
之
を
禁
止
す
る
％
亦 

.

必

ず

し

も

不

可

：な

ぅ

：と

せ

，ず
。
.
.然
も
斯
の
如
き
は
支
那
と
列
國
と
の
關
係
上
、遽
.に
實
行
す
る 
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に
堪

：

へ
.ぶ
る

'0
事
情
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ビ
せ
ん
も
、

^

は
戈
那
が
外

®

■

行

«

幣
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關
す
る
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般
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®
#
を 

制
定
し
、矹
法
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於
て
左
の
數
^
の
下
に
舛
國
银
行
の
紙
幣
發
行
を
取
締
る
の
急
務
な
る
を
認 

め
ん
と
す

o 

.

-

‘ 

1
、

本
法
發
布
當
時

®

幣
を
發
行

.せ
る
外
：國
餵
行

R
娘
り
本
法
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，布
前
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個
月
間
に
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け
る
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平
均
發
行
高
を
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し
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、其
發
行
を
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ず
る
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得

.但
し
繼
續
せ
ん
ビ
す
る
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ff
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政
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可
を
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く

可
し
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，發
行

.銀
行
に
し
て
左
の
事
項
の
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U

該
當
す
急
も
の
は
發
行
櫬
を
喪

.失
す
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一

旦
喪
失
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た
る
も

.の
は
之
を

«

舊
す
る
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す
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⑴

正
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兌

換
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停
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業
の
停
业
を
命
せ
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.
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營
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行
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紙
幣
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行
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四

®
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相
當
す
る
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貨
又
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I

圆
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貨
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し
、其 

■:
半
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財
政
部
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託
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可
し

o
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:

四
，發
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银
行
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日

.其

»

の
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日
に
於
け
る
紙
幣
發
行
高
、正：貨
準
備
の
在
高
を
財
政 

部

^
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告
す
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可

_
_
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し
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：

■
以
上
の
取
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瑰
在
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幣
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狩
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適
用
す
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、發
行
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の
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行
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す
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度
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果
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追
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朽
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す
る
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に
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ら
ん
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紙

幣
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縮
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め
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自

幽

な

る
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共

に

銀
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亦

發
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し

て
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政
.上
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來
る
•

腿
迫
ド

,

む
て
、之
.

に
應
す
ル
を
離
し
と
せ
ざ
る
な
ら
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-

;

支
那
に
於
て
貨
幣
制
度
の

.a ' 

科
せ

る

ざ
共
妃
、通
貨
，制

度
，，
の
濫
妄
な
る

.

は
、
*

濟

上
の
病
弊
に
し
て
、國
民

が
其
病
弊

*

る
所
以 

を
解
せ
ざ
る

.に
_

つ
て
は
、病
根

*

だ
深
し

V
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せ
ざ
る
可
か
ら
ざ

.る
な

〜

。

JMM#
—>U，

支
#

力
貨
幣
御
度

1

掃
j

 

L

流
通
貨
幣
を
統

.

一.

す
名
'に
當

b
、如
何
な
.る

種
類

の

貨
幣
を

ぉ 

位

^

す
可
き

や
は

'從
來
種
々
の
議
論

の
存
す
る

所

な
}

而
し

て
支
那
人
に
依
て
主
酿
せ

ら 

れ
^

支
5

の
®

-

め
R

幣
制
改
革
を
計

®

し
た
る
外
國

.

人
.

に
依
て
，推

®

せ
ら
れ
た
る
は
銀
^
忙 

位
带
に

非
ざ
れ

は
、即
ち

金
爲
替
本

位

制
に
外
な
ら
ざ

6

き
，。
殊
に
金
爲
替
本
位
制
の

如

き
、
曩 

k

合
衆
國
の
ジ
エ
ン
ク
ス
氏
の
立
案
し
た
る
に
續
い
て
、和
蘭
人
ゲ
斗
セ
ジ
ン
グ
、ロ
エ
ス
ト
雨
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ヰ
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鼻
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し
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.
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幣
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國
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途

次

率

：天
S
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客
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せ
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れ
、支
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人

亦

金
S

本
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制
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の
下
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し
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條
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。
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ら
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狀
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那
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制
改
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第

三

號

ニ

四

.

す
可
く

：
グ

4
セ
リ
ン
グ

.氏
亦
同
樣
の
推
定
の
下
に
佥
鈒
貨
の
法
定
比
«
は
市
惯
に
對
し
て
ニ 

WI
乃
栗

1

割
丑
分
の
程
度
へ
に
於
て
、飯
货
に
人
爲
的
高
價
を
赋
與
す
る
標
準
を
以
て
決
定
す
可 

し

^
,
1
:
た
り
。
然

3

; ^
銀
市
價
は
雨
氏
の
推

«
し
た
る
如
く
、永
く
同

」

の
程
度
に
居
る
を
許 

U

昨
年
來
：銀
塊

_

場

，
は

；
徐

々

騰

貴

し

、
昨

年

中

u

於
て

.暴
騰
を
吿
げ
、年
末
ょ

6

本
年
初

® 

に

於

，
て

、
.

一「

ォ
ン
ス

」

に
#

き
四
十
ニ
三
片
の
吼
を
往
來
し
つ
、
ぁ

6
。
假
に
之
を
四
十
ニ
宁

ビ 

す
る
も
、金
銀
比

®

ば
一
に
對
す
か
ニ

」

一、四
五
に
居

6
、支
那
に
於
て
金
爲
替
本
位
制
の
計
蕺
せ 

b
れ
た
る
當
時
の
沒

JE
比
惯
に
對
し
て
、距
る
こ

^
甚
だ
大
な
る
も
の
あ
り

。
’ £3

し
も
支
^
に 

し
て
往
年
の
訐
盤
に
基
き

'

に
對
す
る
三
ニ
或
は
之
と
相
等
し
き
比
價
を
法
定
し
て
、金
爲
邊 

本
位
如
を
實
行
し
た

0

と
せ
ん
：か
、千
九
百
五
年
當
時
の
金
銀
市
價
に
於
け
る
變
動
に
依
て
、金 

爲
#,
本
位

P

の
齓
持
に
囷

_

を
招
き
、觅
に
昨

.年
中
の
市
價
變
動
に
依
て
、®
骼
流
通
上
の
混
亂 

を
海
ね
た
る
^
と
を
想
像
す
る
に
難
キ

然
ら
は
世
界
に
於

.

け
る
金
銀
市

©

は
昨
年
來
の
銀
價
騰
貴
の
狀
翻
を
以
て
定
着
す
る
'を
得 

る
ゃ
杳
ゃ
若
乙
も
此
點
に
於
て
：確
乎
た
名
；肯
定
：的
斷
案
を
得
ん
か
、金
爲
替
本
位
制
の
採
用
亦 

一
0

f f
ff
i

を
以

y

許
す
.

に
雛
か
ら
ず
と
雖
も
、斯
の
如
き
は
何
人
も
爲
す
を

.

耽
て
せ
ざ
る

r r
t

t

若

し

も

支
那
が

.

今

日

に

於

け

る
金

鈒

Tl
r

價

一

と

ニ
ニ

餘

を

標

準

ど

し

て

、金
..爲

替

本

位

制 

の

过

定

比

價

；を

一

と

ニ
〇
内
外
に

餘
き
た

6

 

V
J

し
、而
し
て
銀
價
の
將
來
に
騰
貴
す

.る

乙と
絕 

.無
な

6

ビ

す

れ

ば

、金

賒

，替

本

位

制

は

維

持

せ

ら

る

、

?:
.
得

べ

し

と

雖1

反

對

に

狹

©

が
下
落 

ハ
し
七

、歐

：洲
■
開

戰

當

灣

一

の

转

度

に

復

す
る

に
至
ら
ん

か
、支
郏
の

.金

.

.爲：替
本
位
制
は
僞
造
貨
幣
の 

彼
行
に
依

.

て
、崩
壤
す
る
を
免
が
れ

t

'
而
し
て
昨
年
球
の
銀
價
騰
，貴
た
る
、,
洲
戰
爭
に
關
聯 

:しV
:

交
戰

0
國
.■に

於

て

、補
：助

銀

貨

鑛

造

の
#

料
に
充

つ
る
爲
め
、
銀
地

金

に

對
す
る

需

要

劇

«
 

し
、合
衆
國
の
銀
鑛
地
，方
に
於
て
*勞
働
者
不
足

«
堀
費
增
加
の
爲
め
に
、銀
め
產
出
額
減
少
し
た 

る
::
の
事
情
に
出
づ
る
も
の
な

.る
を
以
て
、戰

0

終
鸩
し
、經
濟
上
の
狀
腾
の
復
舊
す
る
に
及
ん
で
、
 

飯
便
の

>

&

1
る
は
事

ft
に
於
て
可
能
な

h

ど
す
可
ぐ
、支
那
に
し
.て
今
日
の
金
餵
市
贺
を
標 

舉
ビ
し
、て
、金

爲

替

本

位〗

制

を

實

：行

せ

ん

’か
、其

際
'
.
に
.於

て

貨

幣

流

通

上

に

大

な

る

困

雛

を

蒙

る 

可
く

#'
察
力
の
弛
緩
せ

.る
支
，那
に
於
て
此
困
雛
の
殊
に
大
な
る
も
の
あ
る
可
き
な

t

 

.

支
朋
人

.の
間
に
銀
貨
本
位
制
の
下
に
一

.旦
流
通
貨
：幣
を

‘統

一
.

し
、他
日
適
當
の
機
會
に
於
て 

金
貨
本
位
に
進
ま
ん
土
す
る
の
所
說

IT
懷
く

#

多
.く
、現
に
國
幣
條
例
の
如
き
、此
趣
意
を
以
そ 

案

出

せ

ら

れ

，

る

は

、其

說W

理

由
#

中
.に「

以

今
.日
：
世
；界' 大

勢
%

銀

本

位
_

廉

可

持

久

無
_
。離
.

站

十

ニ

卷

(

i
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幣
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雜
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說

文
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吹
苹
雜
記

0

0

..«*
ハ

然
。惡
本
位
猶
勝
於
無
本
位

◊

今
日
中
國
所
大
诳
漭
。

»

本
位
也

^

其
夢
想
最

a

t

本
位
®
力
米
能 

速
。徒
致
遯
延
。何
如
國
勢
利
導
。採
一
較
易
行
之
本
位
以
整
齊
之
。而
，爲
之
過
渡

」

ど
云
へ
る
を
見
る 

も
明
白
な

b.  ̂
f
o
思
”

ネ
に
支
那
人
：が
惡
本
位
も
猶
ほ
無
本
位
に
勝
る

と

し
、世
界
の
大
勢

U 

於
て
*

^

久
す
可
力
ら
ざ

る

こ

と

を

知

h

な
が
ら
、銀
貨
本
位
に
安
ん
せ
ん

V
J

す
る
は
、第

 

一
%
 

M 

本
位
を
維
持
す
る
费
用
の

.

大
.な
る

乙

と
、第
ニ
金
貨
本
位
を
以
て
、支
那
の
民
度
に
適
せ
す
ど
す 

る
こ
と
の
見
解

.

に
出
づ
る
も
の
な

-
0

0

第
一
の
見
解
は
貨
幣
制
度
改
革

.

の
場
合
に
、當
然
起

&
 

科
へ

' &

オ
に
し
て
獅
逸
日
本
が
金
貨
本
位
制
を
實
行
す
る
に
當
り
、何
れ
も
外
國
ょ

.ぅ
領
收
し 

ツ

る

か

似

金
、の
收
入

R

依
妞
し
た
る
事
.實
を

W

み
る

と

き

は
、益
冷
其
.然

る
所
以
を
認
む
る
に 

生
：ら

し

む

可

し

V
J
®

も
金
貨

本

位

制
を
實
行
す
る
に
は
種
々
の
形
式

あ
り
、
其
或
る

名

の

に

據
 

る

V
J

き
は

必

ず
し

4

多
额
の
金
貨
を
耍
せ
ず
、從
來
流
通
す
る
銀

«

R

金
貨
價
格
を
與
へ

、漸

を 

以
て
之
を
處
分
す

6

を
得
べ
し
。
又
金
貨
本
位
制
は
，民
度
の
低
き
國
に
適
應
せ
ず
と
云
ふ
議 

論
も
最
も
俗
邛
に
人

.

.
5

易
く
、屢
々
金
貨
本
位
反
對
論
者
又
は
尙

1

十
論
者
に
依
て
主
張
せ
ら
る 

，と
雖
も
、金

«

本
：位
と

«

成
必
ず
し
；
^

金
.

貨
の
流
通
を
要
す
る

.

に
非
.
.：ず
、實

.

際
，に
流
通
す
る
貨 

幣
に
は
金
以
外
の
地
金
を
以
て
之
に
充
つ
る
，が
故
に
、如
何
な
る
小
额
面
の
，貨
幣
ビ
雖
も
、之
を

_

造
し
て
支
那
に
於
け
る
，民
度
の
低
き
に
適
應
せ
し
む
る
を
難
し
ビ
せ
ざ
る
な
々

。

.

.

故
S

那
t

て
.

m

革

す

る

場
♦

に

は

、
決

し

て

鈒«

本
位
I

ん
ず

可

か

ら
 

v 

本
佐

-{
^

ん

ず

る

に
.於

て

は

、第L

近
き
將
來

に

於

て
0

0

0

る

可

§

銀

價

：ff
i

落

の 

.爲
め
に
對
外
偾
務
を
加

重

し

、第

一

一

銀

價

め

，

變

動

と

共

に

、金

.貨國

に

對

す
る
.

質
易
金
融
上
の

R

 

弓
を

危
險

な

ら
し
め
、
第
三

金
貨
國

の
.資
本
を

移
入

す
る

に
支

.

障
を
生

じ

、

殆
ど

貨
幣
制
度
を
改 

革

し
た

‘

极
.本
，の
趣

:«
を
沒
却
す

'る
に

' 至
ら

ざ

る
を
得
ず
。
或
は
銀
貨
本
位
制

.の
下

5

1
 

:'
の
自
由
錄
造

を

1

め
す
、其
供
給
を
限
制
す
る
こ
と
に

依
七
、
人
爲
：
的

®

格
を
與
へ
、以
て
對
外
取 

弓
の
搡

.準

t

確
實
な
ら

’〕

む
る
を
可
？

と

r

る
の

說
あ
れ
ど
も
、今
日
支
那
の
貨
幣
流

m

b
 

.に
於
て
、一
の
注
目
す
可
き

•
事
實
は
鶴
，貨
に
對
す
る
信
用
の
缺

.乏
是
れ
な

b

-°
.
支
那

&

チ
が

« 

W

な
る
鈕
貨
を
鶴
造
す
る

i

海
其
他
關

®

場
：
_

市
場
に
於
け
る
外
國
；銀
行
は
雨
銀
を
以
て
、
 

'爲
替

I

買
す
可
し
。

；

.

4
日
の
？

完
全

な

る
實

f

有
す
る

S

I

位

I

る
場
合

R 

於
て

r

ほ
，新
の
如
し
ど
す
れ
ば
、實
價
の
不
完
全
な
る
銀
貨

R
.*
價
以
上
，の
人
爲
的
惯
格
を
與 

ふ

る

.
#
合

に
外
國

銀

狩

が

此

銀

貨.を
以
て
、爲
替
を
賣

'買
す

.る

を

好

，
ま

ず

，雨

鈒

を

以

て

す

る

は

、 

自
然

の

狀

勢

に

し
.て
、斯

，の

如く
な
ら

ん

か
#

制

改

革
の
二

製

目

た

る

金

貨
國

に

對

す
る

爲

替

'

I
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鈴
說
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那
幣
制
改
苹
雜
記 

第
3
號

二

八

相
場
の
確
實
を
期
す
：る
の

.

，

一
.

0
の
如
き
、到
底
之
を
望

0

能
は
ざ
る
な

C

制
限
鑄
造
の
龈

©

 

本
位
に
し
て
幣
制
改
革

.

の
趣
意
に
反
す
る
乙

V
J
,

斯
の
如
し
。
民
.國
三
年
國
幣
倐
例
に
認
め
ら 

れ
た
i

純
然
ダ
る
银
货
本
位
の
觅
に
不
可
な
る
や
、論
を
俟
た
ざ
る
な
：り
。

蓋
し
支
那
の
幣
制 

改
革
^

る
之
を
必

5 ?
.

と
す
る
理
由
は
主

^

し
て
對
外
取
引
の
確
實
を
求
ひ
る
の
事
實
に

J I

が 

り
、制
限
靖
造
た
る

v
j

自
由
鑄
造
た
る
ど
、龈
貨
：本
位
制
を
以
て
し
て
は
、到
底
此
要
求
に
應
ず
る 

能
は
ざ
れ
ば
な
ぅ
。

i 

•
 

I

玆
に
於
て
か
、支
那
の
爲
め
に
、貨
幣
制
度
の
改

革
、貨
幣
本
位
の
新
設
を
針
畫
せ
ん

か
、金
货
本

位
制
を
除

y

て
、他
に

求
：：

む

可

き

：も

の

、

存

せ

ざ

る

は

明

白
の
事
貧

な
り
。
：
唯
金
貨
本
&
制
度

. 

-

:
:
' 

-

:
-
.

.* 

•
.
.
. 

.

を

W

施
す
る
に
當
り
、從
來
流
狐
し
つ
、
あ
る
龈
貨
は
如
何
に
處
分
す
可
き
や
の
問
題
に
接
ず 

る
は
勿
論
に
し
て
、，
解
決
の
如
何
は
幣
制

.改
革
に
於
け
る
前
途
の
難
易
に
®'大
な
る
關
係
を 

有
せ
ざ
る
を
得
ず

o 

.
支
那
に
於
け
る
各
造
，幣
廠
開
辦
の
日
ょ
り
：、民
國
五
年
末
に
至
る
ま
で
、鐵 

造
せ
ら
れ
た
る

_
1
.圆
_鈒
货
の
總
额
は
三
億
九
千

.：ニ
西
十

1

萬
五
千
四

^

九
圆
ビ
稱
せ
ら
る
。

而
し
て
金
貴
本
位
制
：に

.移

る

に

當

办

、上

面

，國

幣

條

例

に

於

て

®

#
單
位
に
對
す
る
-金
貨
の
純 

M

を

S

る
：と
共
に
、

他
：の
一
面
に
於
て
は
舊

m

貨
の
流

通

價
格
を

律

す

る
に
金
貨
を
以
て
し
、
 

金
貨
又
は
金
貨
を
代
表
す
る

'紙
幣
の
流
通
の
市
場
に
普
.及
せ
ざ
る
間
は
陕
然
金
貨
に
據
て
流

.
.

-

.
:

.. 

' 

：
.
.
.
.
■ 

- 

I

■

…

-三- 

- 

■ 

、
;'
.

通
價
格

.を
律
せ
ら

か 

>
舊
銀

.貨
の
流
通
ぉ
認
め
、兩

«

互
，に
相
消
長
し

.て
、通
貨
に
對
す
る

S

耍 

を
充

ya
さ

し
む
る
に
於
て
は

'

縣
急
劇
に
金

.貨
を

®

せ
す
し
て
幣
制
.改
革
の
效
果
を
擧
ぐ
る 

を
得

る

の
道
理
な

り

o

此
事
た
る
、支
那
に

.於
て
は
必
ず
し
も
創
案

ir
以
て
見
る
に
足
ら
ず
、宣 

統
一

1

.年
，當
時
の

#

支
，部
が
幣
制
則
例
を

«0
定
す

る

や
.其
.附
則
第
十
四
條
に
於
て

「

新
®:發
行
地 

:
,
:方
械
有

‘從
.前
_

造

5:
大
小

_

圆
。暫
准
各
照

TI
r

ff
l
.ff
ff
l

。一 

而
曲
造
幣
廠
及
大
淸
鈒
行

6酌
照
市
®
。

逐
漸
收
換
改
鑄
。

「

面
由
度
支
部
酌
量
情
形
。再
行
明
定
限
期
。逾
期

 

一
#

停
|]
:

行
用
。造
幣
廠
及
大 

淸
龈
行

。即
照

生
飯
收

換
。」

ビ
規
定
し
た

り
。

.
而
し
國
幣
條

例

施
行

細
則

第

三

に
同
樣
の
規
宠

あ 

る
は
、旣
に
述
、ベ
た
る
所
の
如
し
。

「

然
ら
ば
冷
後
支
那
，が
金
货
本
位

㈣

を
實
行
す
る
に
當

り
、
ぬ 

何
に
し
て
舊
銀
貨
を
處
分
す
可
き
の
方
針
は
從
來
の
針
畫
に
於
て
喈
示
せ
ら
れ
た
る
も
の
と 

す
可
く
、
支
那
が
今
日
尙
ほ
其
取
捨
：

F
 

か
、事
‘理

を

鮮
せ
ざ
る
の
嫌
ぁ

る
を

免
か
れ

ざ

る 

な
；夂
然
も
支
那
入
：：の
間
に
：は
如
何
な
る
機
會
に
於
て
も
其
捉
ふ
可

き
も
のあ

ら
ん
か

*

之

t 

利
用
し
で
、借
款
を
外

.

國
に
.

起
さ
ん
と
す
る
希
望
頗
る
熾
烈
次
る
も
の

’

あ
り
。

幣
制
を
改
革
し
、
 

舊
飯
貨
處
分
の
必
要

?:
a
由

e

し
て
、借
款
を
起
す
は
、彼

.等

®

年
の
希

'蓮

R

し
て
®
等
が
幣
制 

ヽ
改
革
を
主
張
す
る

^
.亦

此

；希
：寒

を

達

.す

.る

の

方

®

に
過
ぎ
ず
ヾ」

，す

れ

ば

#

人
は

*

を
投
じ
て
、
 

彼
等
の
度
す
可
か
ら
ざ

'
る
を
嘆
せ
ん
の
み
。

■

f
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(

三
三
七)

論

說

突

泖

幣

制

^

ポ

雜

記
. 

|

號 

ニ

九


